
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
職
員
（
休
職
者
、
派
遣
国
会
職
員
育
児
休
業

を
し
て
い
る
職
員
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
を

除
く
。
）
の
定
員
は
、
十
一
人
と
す
る
。

附
則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
且

こ
の
規
程
は
、
国
会
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日
〔
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
旦
か
ら

施
行
す
る
。

○
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
職
員
定
員
規
程

（
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
決
定
）

裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
職
員
定
員
規
程
／
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律

改
正
平
四
年
三
月
三
○
日
平
二
一
年
三
月
三
一
日

平
二
五
年
二
月
二
○
日

（
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
且

第
一
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
は
、
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
と
し
、

当
該
機
関
の
執
務
は
、
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
日
曜
日
及
び
土
曜
日

二
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

に
規
定
す
る
休
日

三
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
前
号
に
掲
げ
る

日
を
除
く
。
）

２
前
項
の
「
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
」
と
は
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
、
裁
判

官
訴
追
委
員
会
、
国
立
国
会
図
書
館
並
び
に
各
議
院
に
置
か
れ
る
事
務
局
及

び
法
制
局
そ
の
他
法
令
に
基
づ
き
各
議
院
に
置
か
れ
る
機
関
で
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３
第
一
項
の
規
定
は
、
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
に
当
該
各
機
関
が
そ

の
権
限
を
行
使
し
、
又
は
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
。

（
期
限
の
特
例
）

第
二
条
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
に
対
す
る
申
立
て
そ
の
他
の
行
為
の
期
限
で

法
令
で
規
定
す
る
期
間
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
が
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の

休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
の
翌
日
を
も
っ
て

そ
の
期
限
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ

○
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
に
閨
す
る
法
律

改
正
平
四
年
法
二
七
号
平
二
三
年
法
二
二
号

（
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
法
律
第
百
五
号
）

一
一
一
ハ


